
　

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行

為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に

関
す
る
法
律

　

　平
成
二
六
年
一
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
五
・
六
・
一
九
法
四
七
）
附
則
一
〇
条
（
平
成
二
六
・

四
・
一
施
行
）
に
よ
る
改
正
前
の
条
文

■
第
二
条

（
定
義
）

第
二
条
①
　
こ
の
法
律
に
お
い
て　「
保
護
者
」
と
は
、
精
神
保
健
及
び
精
神

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
保
護
者
と
な
る
者
を
い

う
。（
法
四
七
に
よ
り
削
る
）

②
―
⑥
　（
略
、
新
法
の
①
―
⑤
）

■
第
一
〇
条

（
除
斥
）

第
一
〇
条
　
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十

条
の
規
定
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
職
務
を
執
行
す
る
裁
判
官
及
び
精

神
保
健
審
判
員
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
職
務
を
執
行
す
る
裁
判
所
書
記
官
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
十
条
第
二
号
中　「
被

告
人
」
と
あ
る
の
は　「
対
象
者
（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行

為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
対
象
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
、
同
条
第
三
号
中　「
被
告
人
」

と
あ
る
の
は　「
対
象
者
」
と
、
同
条
第
四
号
中　「
事
件
」
と
あ
る
の
は
　

「
処
遇
事
件
（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の

医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処
遇
事
件

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
、
同
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
　

「
事
件
」
と
あ
る
の
は　「
処
遇
事
件
」
と
、
同
条
第
五
号
中　「
被
告
人
の
代

理
人
、
弁
護
人
又
は
補
佐
人
」
と
あ
る
の
は　「
対
象
者
の
付
添
人
」
と
、

同
条
第
六
号
中　「
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
の
職
務
を
行
つ
た
」
と
あ
る

の
は　「
審
判
の
申
立
て
を
し
、
又
は
審
判
の
申
立
て
を
し
た
者
と
し
て
の

職
務
を
行
つ
た
」
と
、
同
条
第
七
号
中　「
第
二
百
六
十
六
条
第
二
号
の
決

定
、
略
式
命
令
、
前
審
の
裁
判
」
と
あ
る
の
は　「
前
審
の
審
判
」
と
、「
第

三
百
九
十
八
条
乃
至
第
四
百
条
、
第
四
百
十
二
条
若
し
く
は
第
四
百
十
三

条
」
と
あ
る
の
は　「
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た

者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第

七
十
一
条
第
二
項
」
と
、「
原
判
決
」
と
あ
る
の
は　「
原
決
定
」
と
、「
裁
判

の
基
礎
」
と
あ
る
の
は　「
審
判
の
基
礎
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

■
第
一
章
第
五
節

　
　
　
　
第
五
節
（
第
二
三
条
の
二
・
第
二
三
条
の
三
）
　（
法
四
七
に
よ
り

追
加
）

■
第
三
一
条
第
六
項

⑥
　
保
護
者
（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
保
護
者
と
な
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
長
を
含
む
。
以

下
同
じ
。）に
つ
い
て
は
、
そ
の
指
定
す
る
職
員
を
含
む
。）及
び
付
添
人

は
、
審
判
期
日
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

■
第
三
三
条
第
一
項

①
　
検
察
官
は
、
被
疑
者
が
対
象
行
為
を
行
っ
た
こ
と
及
び
心
神
喪
失
者
若

し
く
は
心
神
耗
弱
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
を

し
た
と
き
、
又
は
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
確
定
裁
判
が
あ
っ

た
と
き
は
、
当
該
処
分
を
さ
れ
、
又
は
当
該
確
定
裁
判
を
受
け
た
対
象
者

に
つ
い
て
、
対
象
行
為
を
行
っ
た
際
の
精
神
障
害
を
改
善
し
、
こ
れ
に

伴
っ
て
同
様
の
行
為
を
行
う
こ
と
な
く
、
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と
を
促
進

す
る
た
め
に
こ
の
法
律
に
よ
る
医
療
を
受
け
さ
せ
る
必
要
が
明
ら
か
に
な

い
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
第
四
十
二
条
第
一
項

の
決
定
を
す
る
こ
と
を
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

対
象
者
に
つ
い
て
刑
事
事
件
若
し
く
は
少
年
の
保
護
事
件
の
処
理
又
は
外

国
人
の
退
去
強
制
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る

場
合
は
、
当
該
手
続
が
終
了
す
る
ま
で
、
申
立
て
を
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

■
第
三
四
条
第
二
項

②
　
前
項
の
命
令
を
発
す
る
に
は
、
裁
判
官
は
、
当
該
対
象
者
に
対
し
、
あ

ら
か
じ
め
、
供
述
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
及
び
弁
護
士
で
あ
る

付
添
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
説
明
し
た
上
、
当
該
対
象
者

が
第
二
条
第
三
項
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
理
由
の
要
旨
及
び
前
条
第
一
項

の
申
立
て
が
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
、
陳
述
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
対
象
者
の
心
身
の
障
害
に
よ
り
又
は
正
当
な
理

由
が
な
く
裁
判
官
の
面
前
に
出
頭
し
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

■
第
三
九
条
第
三
項

③
　
裁
判
所
は
、
審
判
期
日
に
お
い
て
、
対
象
者
に
対
し
、
供
述
を
強
い
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
上
、
当
該
対
象
者
が
第
二
条
第
三
項

に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
理
由
の
要
旨
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
の
申
立
て

が
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
、
当
該
対
象
者
及
び
付
添
人
か
ら
、
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
第
八
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
場
合
に
お
け
る
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

■
第
四
〇
条
第
一
項

①
　
裁
判
所
は
、
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
対
象
者
に
つ
い
て
第

三
十
三
条
第
一
項
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
申
立
て

を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二
　（
略
）

■
第
四
一
条
第
一
項

①
　
裁
判
所
は
、
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
対
象
者
に
つ
い
て
第

三
十
三
条
第
一
項
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び
付
添
人
の
意
見
を
聴
い
て
、
前
条
第
一
項

第
一
号
の
事
由
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
審
理
及
び
裁
判
を
別
の

合
議
体
に
よ
る
裁
判
所
で
行
う
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

■
第
四
六
条
第
二
項

②
　
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
立
て
を
却
下
す
る
決
定
（
同
項
第

二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。）が
確
定
し
た
と
き
は
、
当
該
決
定
に
係

る
対
象
行
為
に
関
し
、
再
び
第
三
十
三
条
第
一
項
の
申
立
て
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
対
象
行
為
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
三
項
第

二
号
に
規
定
す
る
裁
判
が
確
定
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

■
第
四
九
条
第
一
項

①
　
指
定
入
院
医
療
機
関
の
管
理
者
は
、
当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
に
勤
務

す
る
精
神
保
健
指
定
医
（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
職
務
を
停
止
さ
れ
て
い
る

者
を
除
く
。
第
百
十
七
条
第
二
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）に
よ
る
診
察
の

結
果
、
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の

決
定
に
よ
り
入
院
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定

す
る
事
項
を
考
慮
し
、
対
象
行
為
を
行
っ
た
際
の
精
神
障
害
を
改
善
し
、

こ
れ
に
伴
っ
て
同
様
の
行
為
を
行
う
こ
と
な
く
、
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と

を
促
進
す
る
た
め
に
入
院
を
継
続
さ
せ
て
こ
の
法
律
に
よ
る
医
療
を
行
う

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
保
護
観
察
所

の
長
の
意
見
を
付
し
て
、
直
ち
に
、
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
退
院
の
許
可

の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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